
【別紙】メールアドレス変更の手続きについて 

 
 こども青少年局にご連絡いただいているメールアドレスが変更になった場合は、以下のとおり手続き

をお願いします。複数の用途について同一のメールアドレスを登録している場合も、それぞれで手続き

が必要になりますのでご注意ください。なお、区役所にメールアドレスをご連絡いただいている場合

は、各区役所の指定する方法で手続きをお願いします。 
 
１ 園の運営に関する通知の送付先メールアドレスの変更 

  横浜市電子申請システムで申請をお願いします。 

  URL：https://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/uketsuke/dform.do?id=1597127095943 

  二次元コード： 

 

 

 

 

 （１）上記 URLもしくは二次元コードから横浜市電子申請システムに入る 
 
 （２）必要項目を入力する 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （３）入力内容を確認のうえ、申請する 
 
 
  ＜問い合わせ先＞こども青少年局保育・教育運営課指導等担当 TEL:045-671-3564 

必要項目を不足なく入力してくだ

さい。特に「変更後の送付先メー

ルアドレス」は入力間違いのない

ようご注意ください。 

https://www.e-shinsei.city.yokohama.lg.jp/yokohama/uketsuke/dform.do?id=1597127095943


２ 給付費請求事務に関するメールアドレスの変更 

  指定の様式を記入し、保育・教育運営課給付担当までメールでご提出ください。 

    

 （１）下記ページの「給付費等請求に係る情報の変更手続きについて」から、指定の様式をダウンロ

ードする 
※「横浜市トップページ」→「事業者向け情報」→「業務分野別から選ぶ」の「子育て」 

→「子ども・子育て支援新制度への移行案内」→「事業者の皆様へ」 

→「「請求事務について」のページはこちら」 

→「給付費等請求に係る情報の変更手続きについて」 

よりお進みいただくか、下記の URLより指定の様式をダウンロードしてください。 

URL：https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kosodateshien/shinseido/yoko/seikyujimu.html 

    （URL が２行に分裂している場合は、空白がないように１行にしていただき、お進みいただきま

すようよろしくお願いします。） 
 
 （２）必要項目を入力する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）メールで kd-shinsa@city.yokohama.jp に提出する 

 
 ＜問い合わせ先＞こども青少年局保育・教育運営課給付担当 TEL:045-671-0202 

 
 
 

項目１「 審査結果のお知らせ（請求書案含

む）の送付先メールアドレスについて」に 
希望するメールアドレスを入力する。 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kosodateshien/shinseido/yoko/seikyujimu.html
mailto:kd-shinsa@city.yokohama.jp

